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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御装置であって、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又は劣化度の情報を取得する取得部と、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前記複数
の蓄電池のそれぞれの充放電を制御する充放電制御部とを有しており、
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池が補充電に適した種別の第１蓄電池を含み、か
つ、複数の電源が分散電源を含む場合に、前記第１蓄電池を前記分散電源と対応付けると
ともに、前記第１蓄電池に適用する動作モードとして相殺モードをスケジュールとして決
定し、
　前記充放電制御部は、前記相殺モードにおいて、前記分散電源の発電量が負荷機器の電
力消費量に対して超過するときに、前記分散電源から供給される電力によって前記第１蓄
電池を充電するように制御するとともに、前記分散電源の発電量が前記負荷機器の電力消
費量に対して不足するときに、前記第１蓄電池を放電するように制御し、
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池が補充電に適さない種別の第２蓄電池を含み、
かつ、前記複数の電源が系統電源を含む場合に、前記第２蓄電池を前記系統電源と対応付
けるとともに、前記第２蓄電池に適用する動作モードとして放電モードをスケジュールと
して決定し、
　前記充放電制御部は、前記放電モードにおいて、前記分散電源の発電量が前記負荷機器
の電力消費量に対して超過するときであっても、前記分散電源から供給される電力によっ
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て前記第２蓄電池を充電しないように制御するとともに、前記分散電源の発電量が前記負
荷機器の電力消費量に対して不足するときに、前記第１蓄電池を放電するように制御する
ことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記複数の蓄電池に含まれる所定の蓄電池との通信を行うことによって
、前記所定の蓄電池自身が保有する劣化度を少なくとも含む蓄電池情報を取得することを
特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記取得部は、前記制御装置に所定の蓄電池が新たに接続された際に、前記蓄電池情報
を前記所定の蓄電池から取得することを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記取得部は、前記蓄電池情報を受信したときに、受信した前記蓄電池情報に含まれて
いない、前記所定の蓄電池の情報の送信を要求することを特徴とする請求項３に記載の制
御装置。
【請求項５】
　前記取得部は、Ｅｃｈｏｎｅｔ　Ｌｉｔｅに準拠したフォーマットで前記蓄電池情報を
前記所定の蓄電池から取得することを特徴とする請求項３又は４に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記複数の蓄電池に含まれる所定の蓄電池の充放電特性を計測すること
によって、前記所定の蓄電池の前記種別及び／又は劣化度の情報を取得することを特徴と
する請求項１に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記所定の蓄電池の充放電特性を、前記種別及び／又は劣化度毎の充放
電パターンと比較することによって、前記所定の蓄電池の前記種別及び／又は劣化度の情
報を取得することを特徴とする請求項６に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池のそれぞれと前記複数の電源のそれぞれとの対
応付けを、時間帯別に決定することを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池それぞれの前記劣化度の情報に基づいて、前記
複数の蓄電池毎に充放電の優先度を設定することを特徴とする請求項１に記載の制御装置
。
【請求項１０】
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池が前記第１蓄電池及び前記第２蓄電池を含む場
合において、前記相殺モード及び前記放電モードが同じ時間帯にスケジュールとして決定
された場合に、前記第２蓄電池の放電を前記第１蓄電池の放電よりも優先的に行うことを
特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項１１】
　電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御システムであって、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又は劣化度の情報を取得する取得部と、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前記複数
の蓄電池のそれぞれの充放電を制御する充放電制御部とを有しており、
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池が補充電に適した種別の第１蓄電池を含み、か
つ、複数の電源が分散電源を含む場合に、前記第１蓄電池を前記分散電源と対応付けると
ともに、前記第１蓄電池に適用する動作モードとして相殺モードをスケジュールとして決
定し、
　前記充放電制御部は、前記相殺モードにおいて、前記分散電源の発電量が負荷機器の電
力消費量に対して超過するときに、前記分散電源から供給される電力によって前記第１蓄
電池を充電するように制御するとともに、前記分散電源の発電量が前記負荷機器の電力消
費量に対して不足するときに、前記第１蓄電池を放電するように制御し、
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　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池が補充電に適さない種別の第２蓄電池を含み、
かつ、前記複数の電源が系統電源を含む場合に、前記第２蓄電池を前記系統電源と対応付
けるとともに、前記第２蓄電池に適用する動作モードとして放電モードをスケジュールと
して決定し、
　前記充放電制御部は、前記放電モードにおいて、前記分散電源の発電量が前記負荷機器
の電力消費量に対して超過するときであっても、前記分散電源から供給される電力によっ
て前記第２蓄電池を充電しないように制御するとともに、前記分散電源の発電量が前記負
荷機器の電力消費量に対して不足するときに、前記第１蓄電池を放電するように制御する
ことを特徴とする制御システム。
【請求項１２】
　電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御システムに適用される蓄電池制
御方法であって、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又は劣化度の情報を取得するステップＡと、
　前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前記複数
の蓄電池のそれぞれの充放電を制御するステップＢとを有しており、
　前記ステップＢは、前記複数の蓄電池が補充電に適した種別の第１蓄電池を含み、かつ
、複数の電源が分散電源を含む場合に、前記第１蓄電池を前記分散電源と対応付けるとと
もに、前記第１蓄電池に適用する動作モードとして相殺モードをスケジュールとして決定
するステップを含み、
　前記相殺モードは、前記分散電源の発電量が負荷機器の電力消費量に対して超過すると
きに、前記分散電源から供給される電力によって前記第１蓄電池を充電するように制御す
るとともに、前記分散電源の発電量が前記負荷機器の電力消費量に対して不足するときに
、前記第１蓄電池を放電するように制御するモードであり、
　前記ステップＢは、前記複数の蓄電池が補充電に適さない種別の第２蓄電池を含み、か
つ、前記複数の電源が系統電源を含む場合に、前記第２蓄電池を前記系統電源と対応付け
るとともに、前記第２蓄電池に適用する動作モードとして放電モードをスケジュールとし
て決定するステップを含み、
　前記放電モードは、前記分散電源の発電量が前記負荷機器の電力消費量に対して超過す
るときであっても、前記分散電源から供給される電力によって前記第２蓄電池を充電しな
いように制御するとともに、前記分散電源の発電量が前記負荷機器の電力消費量に対して
不足するときに、前記第１蓄電池を放電するように制御するモードであることを特徴とす
る蓄電池制御方法。
【請求項１３】
　制御装置が、前記制御装置に新たな蓄電池が接続された際に、前記新たな蓄電池が前記
新たな蓄電池の情報を管理しているか否かを確認するステップを備えることを特徴とする
請求項１２に記載の蓄電池制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御装置、制御システム
及び蓄電池制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギー化に対する関心が高まっており、電力の需要家単位で電力管理を行
うためのエネルギー管理システム（ＥＭＳ）が注目されている。住宅単位で電力管理を行
うための制御装置は、宅内エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）と称されている。
【０００３】
　また、需要家において、分散型電源又は系統電源からの電力によって充電され、放電し
た電力を負荷機器に供給するための蓄電池の導入が進められている。
【０００４】
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　さらに、複数の蓄電池を住宅に分散して設置する技術が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１７２０３号公報
【発明の概要】
【０００６】
　ところで、高性能かつ大容量の蓄電池は高価であることから、そのような蓄電池を住宅
に複数個導入することは必ずしも容易ではない。
【０００７】
　よって、中古の車載用蓄電池を住宅用に再利用したり、低性能又は小容量の蓄電池を多
数組み合わせて住宅用に利用したりすることが想定される。
【０００８】
　しかしながら、従来提案されている技術には、そのような事情が考慮されていないため
、複数の蓄電池を効率的に制御することが困難である。
【０００９】
　そこで、本発明は、需要家に設けられる複数の蓄電池を効率的に制御できる制御装置、
制御システム及び蓄電池制御方法を提供することを目的とする。
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【００１１】
　本発明の制御装置は、電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御装置であ
って、前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又は劣化度の情報を取得する取得部と、
前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前記複数の
蓄電池のそれぞれの充放電を制御する充放電制御部と、を有することを特徴とする。
【００１２】
　前記取得部は、前記複数の蓄電池に含まれる所定の蓄電池との通信を行うことによって
、前記所定の蓄電池の前記種別及び／又は劣化度の情報を取得してもよい。
【００１３】
　前記取得部は、前記複数の蓄電池に含まれる所定の蓄電池の充放電特性を計測すること
によって、前記所定の蓄電池の種別及び／又は劣化度の情報を取得してもよい。
【００１４】
　前記取得部は、前記所定の蓄電池の充放電特性を、前記種別及び／又は劣化度毎の充放
電パターンと比較することによって、前記所定の蓄電池の前記種別及び／又は劣化度の情
報を取得してもよい。
【００１５】
　複数の電源が利用可能である場合において、前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池そ
れぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前記複数の蓄電池のそれぞれを前
記複数の電源のそれぞれと対応付けて制御してもよい。
【００１６】
　前記複数の電源が分散型電源を含み、かつ、前記複数の蓄電池が補充電に適した種別の
蓄電池を含む場合において、前記充放電制御部は、前記補充電に適した種別の蓄電池を前
記分散型電源と対応付けて制御してもよい。
【００１７】
　前記複数の電源が系統電源を含み、かつ、前記複数の蓄電池が補充電に適さない種別の
蓄電池を含む場合において、前記充放電制御部は、前記補充電に適さない種別の蓄電池を
前記系統電源と対応付けて制御してもよい。
【００１８】
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池のそれぞれと前記複数の電源のそれぞれとの対
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応付けを、時間帯別に決定してもよい。
【００１９】
　前記充放電制御部は、前記複数の蓄電池それぞれの前記劣化度の情報に基づいて、前記
複数の蓄電池のそれぞれの充放電の優先度を設定してもよい。
【００２０】
　前記複数の蓄電池が補充電に適した種別の蓄電池及び補充電に適さない種別の蓄電池を
含む場合において、前記充放電制御部は、前記補充電に適さない種別の蓄電池の放電を行
う場合に、前記補充電に適さない種別の蓄電池の放電を前記補充電に適した種別の蓄電池
の放電よりも優先的に行ってもよい。
【００２１】
　本発明の制御システムは、電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御シス
テムであって、前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又は劣化度の情報を取得する取
得部と、前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／又は劣化度の情報に基づいて、前
記複数の蓄電池のそれぞれの充放電を制御する充放電制御部と、を有することを特徴とす
る。
【００２２】
　本発明の電力制御方法は、電力の需要家に設けられる複数の蓄電池を制御する制御シス
テムに適用される蓄電池制御方法であって、前記複数の蓄電池のそれぞれの種別及び／又
は劣化度の情報を取得するステップＡと、前記複数の蓄電池のそれぞれの前記種別及び／
又は劣化度の情報に基づいて、前記複数の蓄電池のそれぞれの充放電を制御するステップ
Ｂと、を有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明によれば、需要家に設けられる複数の蓄電池を効率的に制御できる制御装置、制
御システム及び蓄電池制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、実施形態に係る制御システムのブロック図である。
【図２】図２は、実施形態に係るＨＥＭＳのブロック図である。
【図３】図３は、実施形態に係る蓄電池情報の一例を示す。
【図４】図４は、実施形態に係るＨＥＭＳにおける蓄電池情報取得動作の動作フロー図で
ある。
【図５】図５は、実施形態に係るＨＥＭＳにおける充放電制御動作の動作フロー図である
。
【図６】図６は、実施形態に係る充放電スケジュールの具体例を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図面を参照して、本発明の実施形態について、（１）全体構成、（２）ＨＥＭＳの構成
、（３）ＨＥＭＳの動作、（４）まとめ、（５）その他の実施形態の順に説明する。以下
の実施形態に係る図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付す。
【００２６】
　（１）全体構成
　図１は、本実施形態に係る制御システムのブロック図である。図１において、ブロック
間の実線は電力ラインを示し、ブロック間の破線は制御ラインを示す。なお、制御ライン
は無線としてもよい。
【００２７】
　図１に示すように、本実施形態に係る制御システムは、系統電源１と、複数の蓄電池１
０と、分散型電源２０と、１又は複数の負荷機器３０と、分電盤４０と、ＨＥＭＳ１００
と、を有する。複数の蓄電池１０は、蓄電池群を構成する。
【００２８】
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　蓄電池１０、分散型電源２０、負荷機器３０、分電盤４０、及びＨＥＭＳ１００は、系
統電源１から電力の供給を受ける需要家としての住宅Ｈに設けられる。
【００２９】
　系統電源１は、電源の一例である。系統電源１は、電力会社によって管理されており、
電力を住宅Ｈに供給する。系統電源１は、停電が生じない限り、安定した電力を常に住宅
Ｈに供給できる。
【００３０】
　一般的に、系統電源１から住宅Ｈに供給される電力の料金は、電力需要の少ない深夜に
おいては、それ以外の時間帯に比べて安価に設定されている。
【００３１】
　蓄電池１０は、分電盤４０を介して入力される電力によって充電される。蓄電池１０は
、放電を行うことによって、分電盤４０を介して電力を負荷機器３０に供給する。蓄電池
１０のそれぞれの充放電は、ＨＥＭＳ１００によって制御される。
【００３２】
　本実施形態では、蓄電池１０は、同じ種別の蓄電池で統一されておらず、異なる種別の
蓄電池が混在している。例えば、蓄電池１０－１は補充電に適した種別の蓄電池であり、
蓄電池１０－２は補充電に適さない種別の蓄電池である。
【００３３】
　「補充電に適した種別の蓄電池」とは、蓄えた電力を完全に放電する前に充電（いわゆ
る、継ぎ足し充電）を行っても、メモリー効果などに起因する性能低下が生じ難い蓄電池
である。このような蓄電池としては、例えばリチウムイオン電池などが挙げられる。
【００３４】
　これに対し、「補充電に適さない種別の蓄電池」とは、継ぎ足し充電を行うと、メモリ
ー効果などに起因する性能低下が生じ易い蓄電池である。このような蓄電池としては、例
えば、ニッケルカドニウム電池、ニッケル水素電池、及び鉛蓄電池などが挙げられる。
【００３５】
　蓄電池１０は、自身に関する情報（例えば、種別、使用日数、容量、充電回数、及び放
電回数）を管理する機能を有していてもよい。
【００３６】
　分散型電源２０は、電源の一例である。ここで、分散型電源２０は、発電を行うことに
よって、分電盤４０を介して電力を負荷機器３０及び／又は蓄電池１０に供給する発電装
置を意味する。分散型電源２０は、発電量を制御可能な種別の分散型電源であってもよく
、発電量を制御不能な種別の分散型電源であってもよい。
【００３７】
　「発電量を制御可能な種別の分散型電源」とは、ガスなどを用いて発電を行う分散型電
源であり、例えば、ＳＯＦＣ（Ｓｏｌｉｄ　Ｏｘｉｄｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）又はＰＥ
ＦＣ（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）等の燃料電池、
及びガスタービン発電機などを含む。このような分散型電源には、通常、負荷機器３０の
消費電力の増減に応じて発電量を増減する負荷追従制御が適用される。ただし、このよう
な分散型電源は、発電量を急速に変化させることはできず、負荷機器３０の消費電力に対
する過不足が生じ得る。
【００３８】
　これに対し、「発電量を制御不能な種別の分散型電源」とは、自然エネルギー（再生可
能エネルギー）を用いて発電を行う分散型電源であり、例えば、太陽電池及び風力発電機
などを含む。このような分散型電源は、発電した電力を系統電源１に逆潮流（いわゆる、
売電）させることができる。ただし、このような分散型電源には負荷追従制御を適用でき
ない。
【００３９】
　負荷機器３０は、分電盤４０を介して入力される電力を消費して動作する。負荷機器３
０は、例えば住宅Ｈに設けられる家電機器（冷蔵庫、エアコン、及び照明など）である。
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【００４０】
　分電盤４０は、系統電源１からの電力を負荷機器３０及び蓄電池１０に供給する。また
、分電盤４０は、蓄電池１０からの電力を負荷機器３０に供給したり、分散型電源２０か
らの電力を負荷機器３０及び蓄電池１０に供給したりする。また、分散型電源２０が、自
然エネルギー（再生可能エネルギー）を用いて発電を行う分散型電源である場合は、分電
盤４０は、分散型電源２０が発電した電力を系統電源１に逆潮流させてもよい。
【００４１】
　分電盤４０は、ＨＥＭＳ１００の制御に応じて、内部の結線状態を変更する。例えば、
分電盤４０は、何れかの蓄電池１０を分散型電源２０と電気的に接続／切断したり、何れ
かの蓄電池１０を系統電源１と電気的に接続／切断したりすることができる。
【００４２】
　本実施形態では、分電盤４０は、各種の電力を計測するためのセンサ４１を含む。分電
盤４０は、センサ４１が検知する電力の情報をＨＥＭＳ１００に通知する。センサ４１は
、例えば、系統電源１からの買電量、系統電源１に対する売電量、分散型電源２０の発電
量、及び蓄電池１０の充放電電力量を検知する。
【００４３】
　ＨＥＭＳ１００は、蓄電池１０、分散型電源２０、負荷機器３０、及び分電盤４０のそ
れぞれと通信を行い、蓄電池１０、分散型電源２０、負荷機器３０、及び分電盤４０のそ
れぞれを制御する。以下において、ＨＥＭＳ１００について説明する。
【００４４】
　（２）ＨＥＭＳの構成
　図２は、ＨＥＭＳ１００のブロック図である。
【００４５】
　図２に示すように、ＨＥＭＳ１００は、表示部１１０と、入力部１２０と、通信部１３
０と、記憶部１４０と、制御部１５０と、を有する。
【００４６】
　表示部１１０は、制御部１５０の制御下で、各種の表示を行う。入力部１２０は、ユー
ザからの入力を受け付けて、入力された内容を制御部１５０に出力する。表示部１１０及
び入力部１２０は、タッチパネルとして一体化されていてもよい。
【００４７】
　通信部１３０は、制御部１５０の制御下で、住宅Ｈに設けられた各機器（蓄電池１０、
分散型電源２０、負荷機器３０、及び分電盤４０）との通信を行う。通信部１３０は、住
宅Ｈに設けられた各機器との無線通信を行うためのＺｉｇｂｅｅ（登録商標）モジュール
であってもよい。
【００４８】
　記憶部１４０は、制御部１５０による制御に使用される各種の情報を記憶する。また、
記憶部１４０は、蓄電池１０に関する情報（以下、「蓄電池情報」と称する）を記憶する
。蓄電池情報は、蓄電池１０の種別（例えば、リチウムイオン又は鉛）の情報を含む。ま
た、蓄電池情報は、蓄電池１０の劣化度（例えば、使用日数、充電回数、及び放電回数）
の情報を含んでもよい。さらに、蓄電池情報は、蓄電池１０の容量の情報を含んでもよい
。
【００４９】
　図３は、記憶部１４０が記憶する蓄電池情報の一例を示す。図３に示すように、蓄電池
Ａについての蓄電池情報として、種別“リチウムイオン”、使用日数“１５０日”、容量
“２ｋＷｈ”、充電回数“１００回”、及び放電回数“１２０回”が記憶されている。他
の蓄電池についても同様にこれらの情報が記憶されている。
【００５０】
　制御部１５０は、情報取得部１５１と、情報管理部１５２と、スケジュール決定部１５
３と、蓄電池制御部１５４と、を含む。
【００５１】
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　情報取得部１５１は、通信部１３０を用いて、蓄電池１０の蓄電池情報を取得する。本
実施形態では、情報取得部１５１は、蓄電池１０が住宅Ｈに新たに設置された際に、当該
新たに設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得して、取得した蓄電池情報を記憶部１４
０に記憶させる。
【００５２】
　情報取得部１５１は、通信部１３０を用いて、新たに設置された蓄電池１０との通信を
行うことによって、当該新たに設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得する。ここで、
蓄電池１０は、住宅Ｈに新たに設置され、ＨＥＭＳ１００と接続された際に、Ｅｃｈｏｎ
ｅｔ　Ｌｉｔｅ等の通信プロトコルに準拠したフォーマットで、自身の蓄電池情報を情報
取得部１５１に送信してもよい。情報取得部１５１は、蓄電池１０から蓄電池情報を受信
した後、さらに必要な蓄電池情報の送信を、蓄電池１０に要求してもよい。この場合、当
該新たに設置された蓄電池１０が自身の蓄電池情報を管理していることが前提となる。
【００５３】
　新たに設置された蓄電池１０が自身の蓄電池情報を管理していない場合、情報取得部１
５１は、通信部１３０を用いて、新たに設置された蓄電池１０の充放電特性を計測するこ
とによって、当該新たに設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得する。例えば、情報取
得部１５１は、通信部１３０を用いて新たに設置された蓄電池１０に対して充放電を指示
しつつ、センサ４１により検知される充放電電力を周期的に取得することによって、当該
新たに設置された蓄電池１０の充放電特性を計測する。また、記憶部１４０には、蓄電池
の種別毎の充放電特性パターンが予め記憶されており、情報取得部１５１は、蓄電池１０
について計測された充放電特性を各充放電特性パターンと比較することによって、当該蓄
電池１０の種別を推定する。さらに、各充放電特性パターンが劣化度別に分類されていれ
ば、当該蓄電池１０の劣化度も推定できる。
【００５４】
　情報管理部１５２は、記憶部１４０に記憶されている蓄電池１０毎の蓄電池情報（図３
参照）を管理する。例えば、情報管理部１５２は、蓄電池１０毎に、日数の経過に応じて
使用日数を更新し、充電の実施に応じて充電回数を更新し、放電の実施に応じて放電回数
を更新する。
【００５５】
　スケジュール決定部１５３は、情報管理部１５２が管理している蓄電池情報に基づいて
、所定期間（例えば１日）毎に、各蓄電池１０の充放電スケジュール（以下、適宜、単に
「スケジュール」と称する）を決定する。充放電スケジュールとは、どの蓄電池１０が、
どの時間帯で、どのモードで充放電を行うかのスケジュールを意味する。蓄電池１０の充
放電のモードについては、後述する。
【００５６】
　本実施形態では、スケジュール決定部１５３は、各蓄電池１０の蓄電池情報に基づいて
、複数の蓄電池１０のそれぞれを、複数の電源（系統電源１及び分散型電源２０）のそれ
ぞれと対応付けて、スケジュールを決定する。
【００５７】
　第１に、スケジュール決定部１５３は、補充電に適した種別の蓄電池１０を分散型電源
２０と対応付けてスケジュールを決定する。上述したように、分散型電源２０は、発電電
力の過不足が頻繁に生じ得る。そこで、スケジュール決定部１５３は、補充電に適した種
別の蓄電池１０を分散型電源２０と対応付け、当該過不足を相殺するように、スケジュー
ルを決定する。その結果、系統電源１からの買電量を減らしたり、系統電源１への売電量
を増やしたりすることができる。
【００５８】
　第２に、スケジュール決定部１５３は、補充電に適さない種別の蓄電池１０を系統電源
１と対応付けてスケジュールを決定する。上述したように、系統電源１は、基本的には安
定した電力を常に供給可能である。そこで、スケジュール決定部１５３は、補充電に適さ
ない種別の蓄電池１０を系統電源１と対応付け、当蓄電池１０を満充電状態にした上で、
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当該蓄電池１０から全ての電力を放電するように、スケジュールを決定する。その結果、
例えば、深夜の安価な系統電力により当該蓄電池１０を満充電状態とし、それ以外の時間
帯で当該蓄電池１０から全ての電力を放電できる。
【００５９】
　第３に、スケジュール決定部１５３は、蓄電池１０それぞれの劣化度（例えば、使用日
数、充電回数、及び放電回数）に応じて、蓄電池１０毎に充放電の優先度を設定する。例
えば、同じ種別の蓄電池１０が複数個存在する場合において、劣化度の低い蓄電池１０に
対する優先度を“高”（メイン）とし、劣化度の高い蓄電池１０に対する優先度を“低”
（バックアップ）とする。その結果、これらの蓄電池１０の劣化度を平準化することがで
き、蓄電池群の長寿命化を図ることができる。或いは、劣化度の低い蓄電池１０に対する
優先度を“低”（バックアップ）とし、劣化度の高い蓄電池１０に対する優先度を“高”
（メイン）とする。その結果、劣化の進行した蓄電池１０を早期に使い切って交換するこ
とができ、蓄電池群の性能向上を図ることができる。
【００６０】
　蓄電池制御部１５４は、スケジュール決定部１５３により決定されたスケジュールに従
って、各蓄電池１０を制御する。詳細には、蓄電池制御部１５４は、通信部１３０を用い
て、各蓄電池１０に対して充放電の指示を送信したり、分電盤４０に対して結線状態の変
更指示を送信したりする。Ｌｉｔｅ又はＺｉｇＢｅｅ等の通信プロトコルに準拠した信号
を用いて、各種指示の送信を行う。
【００６１】
　蓄電池制御部１５４は、蓄電池１０の蓄電量及び負荷機器３０の電力消費量に応じて、
スケジュールの変更が必要になった場合には、スケジュールを適宜変更してもよい。
【００６２】
　蓄電池制御部１５４は、充放電スケジュールの情報（図４参照）を表示するよう表示部
１１０を制御してもよい。また、入力部１２０に対するユーザ入力に応じて、スケジュー
ルを変更してもよい。
【００６３】
　（３）ＨＥＭＳの動作
　以下において、ＨＥＭＳ１００の動作を説明する。
【００６４】
　（３．１）蓄電池情報取得動作
　図４は、ＨＥＭＳ１００における蓄電池情報取得動作の動作フロー図である。
【００６５】
　図４に示すように、ステップＳ１１において、情報取得部１５１は、住宅Ｈに新たに設
置された蓄電池１０が検出されたか否かを確認する。新たに設置された蓄電池１０が検出
された場合（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、処理がステップＳ１２に進む。
【００６６】
　ステップＳ１２において、情報取得部１５１は、新たに設置された蓄電池１０から蓄電
池情報を取得可能であるか否か、すなわち、当該蓄電池１０が自身の蓄電池情報を管理し
ているか否かを確認する。新たに設置された蓄電池１０から蓄電池情報を取得可能である
場合（ステップＳ１２；ＹＥＳ）、処理がステップＳ１３に進む。これに対し、新たに設
置された蓄電池１０から蓄電池情報を取得不能である場合（ステップＳ１２；ＮＯ）、処
理がステップＳ１４に進む。
【００６７】
　ステップＳ１３において、情報取得部１５１は、新たに設置された蓄電池１０から蓄電
池情報を取得して、取得した蓄電池情報を記憶部１４０に記憶させる。
【００６８】
　一方、ステップＳ１４において、情報取得部１５１は、新たに設置された蓄電池１０の
充放電特性を計測する。
【００６９】
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　ステップＳ１５において、情報取得部１５１は、ステップＳ１４で計測された充放電特
性に基づいて、新たに設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得して、取得した蓄電池情
報を記憶部１４０に記憶させる。
【００７０】
　（３．２）充放電制御動作
　図５は、ＨＥＭＳ１００における充放電制御動作の動作フロー図である。本動作フロー
は、例えば１日単位でスケジュールを決定するようなケースを想定している。
【００７１】
　図５に示すように、ステップＳ２１において、スケジュール決定部１５３は、現在の時
刻がスケジュールを決定すべき時刻であるか否かを確認する。現在の時刻がスケジュール
を決定すべき時刻である場合（ステップＳ２１；ＹＥＳ）、処理がステップＳ２２に進む
。
【００７２】
　ステップＳ２２において、スケジュール決定部１５３は、記憶部１４０に記憶されてい
る蓄電池１０毎の蓄電池情報に基づいて、１日における時間帯別に、蓄電池１０毎のスケ
ジュールを決定する。スケジュールの具体例については後述する。
【００７３】
　ステップＳ２３において、蓄電池制御部１５４は、その日のスケジュールに従って、各
蓄電池１０を制御する。
【００７４】
　ステップＳ２４において、蓄電池制御部１５４は、その日のスケジュールが完了したか
否かを確認する。その日のスケジュールが完了していない場合（ステップＳ２４；ＮＯ）
、処理がステップＳ２５に進む。
【００７５】
　ステップＳ２５において、蓄電池制御部１５４は、その日のスケジュールの変更が必要
であるか否かを確認する。その日のスケジュールの変更が不要である場合（ステップＳ２
５；ＮＯ）、処理がステップＳ２３に戻る。これに対し、その日のスケジュールの変更が
必要である場合（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、処理がステップＳ２６に進む。
【００７６】
　ステップＳ２６において、蓄電池制御部１５４は、その日のスケジュールを変更する。
その後、処理がステップＳ２３に戻る。
【００７７】
　図６は、スケジュールの具体例を説明するための図である。ここでは、補充電に適した
種別の蓄電池１０としてリチウムイオン電池を例示し、補充電に適さない種別の蓄電池１
０として鉛蓄電池を例示している。また、劣化度の低いリチウムイオン電池Ａと劣化度の
高いリチウムイオン電池Ｂとが併存するケースを想定している。
【００７８】
　図６に示すように、スケジュール決定部１５３は、リチウムイオン電池Ａを分散型電源
２０と対応付けてスケジュールを決定する。
【００７９】
　詳細には、スケジュール決定部１５３は、負荷機器３０の電力消費量が少ない時間帯（
深夜の時間帯）以外は、リチウムイオン電池Ａを、分散型電源２０の発電量の過不足を相
殺するモード（相殺モード）で運用すると決定している。
【００８０】
　相殺モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、分散型電源２０の発電量が負荷機器３０
の電力消費量に対して不足するときは、当該不足分に相当する電力をリチウムイオン電池
Ａから放電するよう制御する。また、相殺モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、分散
型電源２０の発電量が負荷機器３０の電力消費量に対して超過するときは、当該超過分に
相当する電力をリチウムイオン電池Ａに充電するよう制御する。ここで、蓄電池制御部１
５４は、例えばセンサ４１の計測値から、分散型電源２０の発電量と負荷機器３０の電力
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消費量との差を把握し、リチウムイオン電池Ａの充放電を制御する。
【００８１】
　一方、スケジュール決定部１５３は、負荷機器３０の電力消費量が少ない時間帯（深夜
の時間帯）は、リチウムイオン電池Ａを、系統電力で充電するモード（充電モード）で運
用すると決定している。
【００８２】
　充電モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、深夜の安価な系統電力をリチウムイオン
電池Ａに充電するよう制御する。ただし、相殺モードの終了時点で、リチウムイオン電池
Ａが満充電状態であれば、充電モードを中止してもよい。
【００８３】
　また、スケジュール決定部１５３は、鉛蓄電池を系統電源１と対応付けてスケジュール
を決定する。
【００８４】
　詳細には、スケジュール決定部１５３は、負荷機器３０の電力消費量が少ない時間帯（
深夜の時間帯）において、系統電力により鉛蓄電池を満充電状態まで充電するモード（充
電モード）で運用すると決定し、それ以外の時間帯において、鉛蓄電池から全ての電力を
放電するモード（放電モード）で運用すると決定している。
【００８５】
　充電モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、深夜の安価な系統電力を鉛蓄電池に充電
するよう制御する。これに対し、放電モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、分散型電
源２０の発電量が負荷機器３０の電力消費量に対して不足するときに、当該不足分に相当
する電力を鉛蓄電池から放電するよう制御する。リチウムイオン電池Ａ及び鉛蓄電池の何
れも放電可能なケースでは、鉛蓄電池の蓄電量をゼロにするために、鉛蓄電池から優先的
に放電することが好ましい。
【００８６】
　さらに、スケジュール決定部１５３は、リチウムイオン電池Ｂを分散型電源２０と対応
付けてスケジュールを決定する。ここでは、スケジュール決定部１５３は、リチウムイオ
ン電池Ｂの劣化度が高いことから、リチウムイオン電池Ｂに対する優先度を“低”（バッ
クアップ）とするモード（バックアップモード）としている。
【００８７】
　バックアップモードにおいて、蓄電池制御部１５４は、リチウムイオン電池Ａのバック
アップとしてリチウムイオン電池Ｂを使用するよう制御する。例えば、蓄電池制御部１５
４は、リチウムイオン電池Ａが満充電状態になった後は、リチウムイオン電池Ａの代わり
にリチウムイオン電池Ｂが充電を行うよう制御する。また、リチウムイオン電池Ａの蓄電
量が所定の下限値を下回った場合、又は、リチウムイオン電池Ａに異常が生じた場合には
、蓄電池制御部１５４は、リチウムイオン電池Ａの代わりにリチウムイオン電池Ｂを相殺
モードで運用するよう変更してもよい。
【００８８】
　（４）まとめ
　以上説明したように、住宅に設けられる複数の蓄電池１０を制御するＨＥＭＳ１００は
、複数の蓄電池１０それぞれの蓄電池情報に基づいて、複数の蓄電池１０毎に充放電を制
御する。これにより、複数の蓄電池１０を効率的に制御できる。
【００８９】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、新たに設置された蓄電池１０との通信を行うこと
によって、当該新たに設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得する。或いは、ＨＥＭＳ
１００は、新たに設置された蓄電池１０の充放電特性を計測することによって、当該新た
に設置された蓄電池１０の蓄電池情報を取得する。これにより、ＨＥＭＳ１００が蓄電池
情報を自動で取得できる。
【００９０】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、補充電に適した種別の蓄電池１０を分散型電源２
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。その結果、系統電源１からの買電量を減らしたり、系統電源１への売電量を増やしたり
することができる。
【００９１】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、補充電に適さない種別の蓄電池１０を系統電源１
と対応付けて制御する。これにより、深夜の安価な系統電力により当該蓄電池１０を満充
電状態とし、それ以外の時間帯で当該蓄電池１０から全ての電力を放電できる。その結果
、住宅Ｈにおける電気料金を低減できる。
【００９２】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、複数の蓄電池１０のそれぞれと複数の電源のそれ
ぞれとの対応付けを、時間帯別に決定する。これにより、電気料金及び電力消費量を考慮
して複数の蓄電池１０を効率的に制御できる。
【００９３】
　本実施形態では、ＨＥＭＳ１００は、複数の蓄電池１０それぞれの劣化度の情報に基づ
いて、複数の蓄電池１０毎に充放電の優先度を設定する。これにより、蓄電池群の劣化度
を平準化したり、蓄電池群の性能向上を図ったりすることができる。
【００９４】
　（５）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００９５】
　例えば、電気自動車に搭載されている蓄電池は、当該電気自動車が使用されていない状
態においては、蓄電池群を構成する一つの蓄電池とみなすことができる。
【００９６】
　また、上述した実施形態では、充電モードにおいて、蓄電池制御部１５４は、深夜の安
価な系統電力を蓄電池１０に充電するよう制御する。しかしながら、充電モードにおいて
、蓄電池制御部１５４は、分散型電源２０の発電電力を蓄電池１０に充電するよう制御し
てもよい。
【００９７】
　また、上述した実施形態では、住宅単位で電力管理を行うための制御装置であるＨＥＭ
Ｓ１００を説明したが、ビルを対象としたＢＥＭＳ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｅｎｅｒｇｙ　
Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、工場を対象としたＦＥＭＳ（Ｆａｃｔｏｒｙ　
Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、又は地域を対象としたＣＥＭＳ
（Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）などであ
ってもよい。
【００９８】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。また、上述した実施形態及び変更例は、組み合わせることが可能である。した
がって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項に
よってのみ定められる。
【００９９】
　なお、日本国特許出願第２０１２－０４０６８４号（２０１２年２月２７日出願）の全
内容が、参照により、本願に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明によれば、需要家に設けられる複数の蓄電池を効率的に制御できる制御装置、制
御システム及び蓄電池制御方法を提供できる。
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